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２０２０年度  ６年生交流大会要項  
                           

大分市ミニバスケットボール連盟  

 

１．目的   これまでチームをリードして頑張ってきた６年生を市全体で送り出すと  

ともに、パート別の交流試合を行い、思い出づくり及び心の交流の場とす

る。  

 

２．日時  １月３０日（土）  大在西小学校・豊府小学校・鶴崎小学校・碩田学園  

８：１５  指導者ミーティング  

８：３０  試合開始  

                           

           １月３１日（日）  下郡小学校  

             ８：１５  指導者ミーティング  

              ８：３０  試合開始  

 

2 月  7 日（日）  南大分体育館・敷戸小学校  

             ８：５０  指導者集合・会場設営  

            １０：００  試合開始  

 

 

３．参加資格  

(１ )  スポーツ少年団本部に登録されたチームで、小学校６年生以下で編成された  

チームであること。  

(２ )  スポーツ傷害保険に加入していること。  

 

４．参加料  １チーム  4,000 円  

 

５．参加人員  

      チーム責任者１名、コーチ１名、アシスタントコーチ１名、マネージャー１名  

と選手 15 名以内の計 19 名とする。  

 

６．競技方法  

○男子の部、女子の部にわかれてのパート形式で、１チーム２試合行う。  

○ こ れ ま で の 公 式 戦 や 全 国 ・ 九 州 大 会 予 選 の 結 果 を ふ ま え て 組 み 合 わ せ

を 決 め る 。  

 

７．競技規則  

(１ )ベ ン チ は 日 程 表 上 の 左 記 記 載 チ ー ム が Ｔ Ｏ 席 に 向 か っ て 右 側 、 ユ ニ  

フ ォ ー ム は 原 則 淡 色 を 使 用 す る 。  

(２ )ベンチには、選手１５名以下、チーム責任者１名、コーチ１名、アシスタント     

コーチ１名、マネージャー１名とする。（参加人員の項参照）  

(３ )試合開始時間は、定刻開始を基本とする。試合時間は、２日間とも５分－ (１分 )

－５分－ (５分のハーフタイム )－５分－ (１分 )－５分とする。（試合間は最低１

２分間とる。）  

(４ )メンバー表は、前試合終了後直ちにオフィシャル席に提出する。  

  (５ )第１クォーターに出場するメンバーは、審判が１分前を合図したら直ちに、また、 

第２、第３、第４クォーターに出場するメンバーは、前クォーター終了後直ちにオ
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フィシャルに報告する。  

(６ )延長戦は行わない。  

(７ )選 手 が １ ０ 名 に 満 た な い 場 合 で も 、 ス コ ア 通 り と す る 。  

(８ )その他の規則については、現行の日本ミニバスケットボール競技規則にもとづい

て行う。  

 

８．注意  

    (１ )“来たときよりも美しく”弁当のから、ごみは各団で持ち帰る。  

    (２ )体育館内での飲食は、厳禁。  

    (３ )体育館シューズと外履きの区別をする。  

    (４ )解散するまで子どもにジュースやお菓子を与えない。  

    (５ )試合中は、スポーツ少年団員らしく、マナーを守り、正々堂々とプレーをする     

ように指導する。  

    (６ )ベンチや応援席では、審判及び相手チームに失礼のないように心がける。  

        （フリースローの時は静かにする  退場する選手への態度）  

   (７ )試合後は、全チームで片づけをする。  

    (８ )会場校の敷地内全面禁煙の徹底をする。  

 (９ )各チームは、「駐車票」を車の見えるところに置いていく。各チーム母集団 5

台、指導者２台を厳守する。また、駐車場入口にて駐車券の提示を求められ

た際は、必ず駐車券を提示すること。駐車係に従わない場合は、駐車を断る

こともありうる。  

(10)新型コロナウイルス感染予防対策として、  

①健康チェックシートの提出  

②指導者ライセンスとネックストラップの用意  

③保護者・チーム関係者のネームホルダーもしくは養生テープの用意。  

※養生テープは服の一番上に貼り付け、見やすいように提示すること。  

④チームによる一斉の大声を出す応援は禁止とする。  

⑤試合前の円陣やハイタッチは慎む。  

⑥相手ベンチへの挨拶は、試合終了後にキャプテンのみとする。  

 

 

９．その他  

    ○審判、オフィシャルの割り当てを確認すること。不都合がある場合は、直接、  

審判部長、競技部長に連絡すること。  

    ○公共物の使い方をチームで十分指導しておく。  


